
丹波市中小企業者物価高騰対策支援金手引き

申請受付期間

令和７年２月19日（水）～令和７年７月31日（木）

丹波市役所 産業経済部 商工振興課

新規起業特例 法人用

この手引きは、令和４年１月２日以降に事業を開始した法人用になります。

令和７年受付分



交 付 額

趣 旨

原油価格や原料、材料、仕入物品などの物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面
されている市内事業者の事業継続を支援します。

一律 10万円 （１事業者当たり）

令和７年２月19日（水）～令和７年７月31日（木）まで申請期間

提出方法

①オンライン提出 （７ページ参照）

②郵送で提出
③窓口へ提出

お問い合わせ・申請窓口

〒669-4192
丹波市春日町黒井811 （春日庁舎）
丹波市役所 産業経済部 商工振興課
TEL：0795-74-1464

※必要に応じて、専用宛名ラベル
（最終ページ）をご利用ください。

※メールでの受付はできませんのでご注意ください。

提出は次の３つの方法があります。

本支援金ホームページは
こちらから
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書類の作成方法については、３ページをご覧ください。

※各支所は書類提出のみ受け付けます。
本支援金ホームページURL：
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/3825.html

ページID
3825

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/3825.html


給付対象者

①から⑩までのすべてに該当する中小企業者
① 中小企業基本法第２条第１項各号のいずれかに規定する中小企業者であること。 （農林業者含む）
② 丹波市内に本社または本店があること。
③ 申請時において事業を経営し、支援金受給後も引き続き当該事業を継続する意思があること。
④ 令和６年10月１日以前に事業を開始していること。
⑤ 丹波市税の滞納がないこと。
⑥丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により指定されている
指定管理者でないこと。

⑦ 市の他の補助制度等により、同種の補助を受けていないこと。 ※１
⑧ 風営法第２条第５項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、又は当該営業に係る接客業
務受託営業を行う者でないこと。

⑨ 令和６年中の対象月（任意の１ヶ月）の「売上原価」と「経費（販売管理費）」の合計額が、
30万円以上であること。

⑩ 令和６年中の対象月（任意の１ヶ月）の「売上総利益率（粗利率）」または「営業利益率」が、
その直前の２ヶ月の平均と比較し、10％以上減少していること。

※１ 下記の助成・補助等を受けた場合は、本支援金の対象外となります。
・丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金
・丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金
・丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金
・丹波市飼料価格高騰対策事業支援金

中小企業者の定義は
こちらから
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令和４年１月２日以降に事業を開始している場合は、「２期分の決算期を比較する申請」または「新規起業特例」の
いずれかを選択できます。「２期分の決算期を比較する申請」を利用される場合は、「手引き 法人用」をご覧ください。

交付対象要件

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


提出方法

①オンライン提出（電子申請システムLoGoフォーム）

LoGoフォームは自治体専用総合プラットホーム「電子申請システム」です。
パソコンなどからオンライン手続きをすることができます。
印刷の必要がなく、来庁せずに申請できます。

あらかじめ申請書類を作成方法①申請用Excelファイルで作成し、
添付書類をデータ形式（拡張子：exe、bat、sh以外）で、鮮明なものをご用意ください。

①申請用Excelファイルを使用して申請書類を作成

②手書きで申請書類を作成

申請書類をダウンロード、または窓口より取得し、必要事項を記入してください。
申請書類の算出方法に基づき、計算し、記入する必要があります。

作成方法①または作成方法②で申請書類を作成、印刷し、
郵送または窓口へご提出ください。

添付書類は、鮮明なものをご用意ください。
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作成方法

②郵送で提出 ③窓口へ提出

申請用Excelファイルの
ダウンロードは

こちらのホームページから

提出用URL：https://logoform.jp/form/bwxv/897850

申請用のExcelファイルを会社のパソコンなどにダウンロードし、
必要事項を入力することで、自動計算し、申請用の指定様式が作成できます。

オンライン提出は
こちらから

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/3825.html
https://logoform.jp/form/bwxv/897850
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申請用Excelファイルの
ダウンロードは

こちらのホームページから

ステップ３：シート㋐㋑㋒に必要事項を入力 ステップ３で入力した情報が自動入力されます。

ステップ４：シート①②に自動入力
された情報を確認し印刷

総勘定元帳に記載の
金額を入力

※この総勘定元帳の見本例は、項目の名称については
一般的なものを例示しており、法人の実態に応じて異なります。

［申請書類①②が各々１ページで
印刷されない場合］
印刷設定を「シートを１ページに印刷」
にしてください。

入力方法

プリンター名称

（入力シート㋐ 2/2ページ）
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ステップ１：申請用Excelファイルを市ホームページからダウンロードする。
ステップ２：対象月の月次売上台帳などを手元に用意する。
ステップ３：シート㋐㋑㋒に必要事項を入力する。

※未入力の項目があると、その項目に赤字で表示されますので、確認し入力してください。
ステップ４：シート①②（申請書類）に自動入力された情報を確認する。
ステップ５：【オンライン提出の場合】作成した申請用Excelファイルおよび添付書類をアップロードする。

（７ページ参照）
【郵送または窓口へ提出の場合】シート①②を印刷し、添付書類を添えて、提出する。

作成方法①申請用Excelファイル を使用して申請書類を作成

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/3825.html


ステップ１：手書き用の申請書類をダウンロードし印刷、または窓口で取得する。
ステップ２：対象月の月次売上台帳などを手元に用意する。
ステップ３：申請書類①②を記入する。

※算出方法に基づき、計算する必要があります。
ステップ４：ステップ３で作成した申請書類に添付書類を添えて、郵送または窓口へ提出する。

総勘定元帳に記載の
金額を記入
他の項目も
同じように入力してください。

※この総勘定元帳の見本例は、項目の名称については
一般的なものを例示しており、法人の実態に応じて異なります。

減少状況の算出方法は
それぞれの欄に
記入の計算式に従って
計算してください。
率（％）は、小数点第２位以下は切捨て

手書き用申請書類の
ダウンロードはこちらの

ホームページから

記入方法
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比較する月を記入
営業利益率で比較する場合も
同じように入力してください。

申請書類 特例法人② B b
売上原価

申請書類 特例法人② A a
売上高

申請書類 特例法人② C c
売上原価

作成方法②手書き で申請書を作成

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/3825.html


オンライン提出は
こちらから提出方法①オンライン提出

ステップ１：作成方法①申請用Excelファイルで申請書類を作成する。
（５ページ参照）

ステップ２：お使いのパソコンなどに、添付書類をファイル形式で保存する。
ステップ３：LoGoフォーム専用URLまたは二次元コードからアクセスする。
ステップ４：入力フォームの指示に従い、必要事項を入力し、添付書類をアップロードする。
ステップ５：全項目入力後、「→送信」を押す。

※送信した回答内容が入力したメールアドレス宛に届きます。

次の画面進みます。
※入力内容に間違いがないか確認の
上、送信してください。

→確認画面へ進む

入力内容を一時保存できます。
※次回、同じ端末のブラウザでアク
セスした際に、続きから再開すること
ができます。

入力内容を一時保存する

入力方法
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【ご利用にあたっての注意事項】
●あらかじめ申請用Excelファイルで申請書類を
作成してください。

●添付書類は事前にファイル形式でお使いの
パソコンなどに保存してください。

（１）添付書類のファイルは、 exe,bat,sh の
拡張子はアップロードできません。

（２）１つのファイルは10MB、申請全体の添付
ファイルの容量上限は100MBまでです。

（１） をクリック （２）パソコン内から
ファイルを選択

（３）「開く(O)」を
クリックすると
アップロード完了

https://logoform.jp/form/bwxv/897850


提出書類

①中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書

申請書類

③振込口座の通帳の表紙・見開き１ページ目の写し
④代表者の本人確認書類の写し
⑤滞納のない証明書
⑥法人事業概況説明書１ページの写し
（決算期を迎えた方のみ）

⑦令和６年中の対象月(任意の１ヶ月)
およびその直前の２ヶ月の月次売上台帳など
（月次売上台帳、月次試算表、売上高総勘定元帳など）

添付書類 添付書類については、９～11ページをご覧ください。

特例法人①

②売上総利益率（粗利率）または営業利益率の減少状況
特例法人②
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申請書類①「申請書兼請求書」

特例法人① 見本

※2 滞納のない証明書は、「郵送」または「窓口」で申請の際、

「市税の納税状況」に同意されない場合のみ必要です。

税務課または各支所で取得できます。（手数料300円が必要）

「オンライン提出」の場合は、「市税の納税状況」確認の同意が必要です。

注： 「オンライン提出」の場合の添付書類について

１つの添付ファイルは10MB、申請全体の添付ファイルの

容量上限は100MBまでです。

※2

※1

※1 「オンライン提出」の場合は、申請書類①②は申請用Excelファイルに

必要事項を入力したものをアップロードしてください。

※「オンライン提出」の場合は、申請用Excelファイルをアップロードしてください。



申請書類②
「売上総利益率または営業利益率の減少状況」
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添付書類③
「振込口座の通帳の表紙・見開き１ページ目」の写し

「金融機関名」、「支店名」、「口座種別」、「口座番号」、
「口座名義人」、「口座名義人のカタカナ表記」が確認できる
かたちで提出ください。

【通帳不発行（インターネットバンキング等）で、紙媒体の通帳がない場合】
金融機関ホームページのログイン後の画面の画像を提出してください。

【当座口座で紙媒体の通帳がない場合】
当座勘定入金帳、当座勘定照合表、残高証明書等の写しを提出してください。

※いずれの場合も、「金融機関名」、「支店名」、「口座種別」、「口座番号」、
「口座名義人」、「口座名義人のカタカナ表記」が確認できるかたちで提出くだ
さい。

通帳の表紙
見本

通帳の見開き
１ページ目
見本

※この通帳の見本例は、
一般的なものを例示しており、
金融機関により異なります。

口座名義人

口座名義人
（カタカナ表記）

特例法人② 見本

※「オンライン提出」の場合は、申請用Excelファイルをアップロードしてください。



添付書類④「代表者本人確認書類」の写し

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所、氏名、顔写真
がはっきりと識別できるかたちで提出ください。
いずれの場合も申請時点で有効なものであり、記載された住所
が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。

（１）運転免許証（両面）※裏面は住所変更がある方のみ
返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能

（２）マイナンバーカード（表面のみ）
※裏面の個人番号記載箇所は必要ありません。

（３）写真付きの住民基本台帳カード（表面のみ）
（４）在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（両面）
在留の資格が特別永住者のものに限る。

上記の中からいずれか一つ

本人確認書類の例 いずれか一つ

（５）パスポート（顔写真の掲載されているページ）および住民票の写しの両方
（６）各種保険証（両面）および住民票の写しの両方

（１）から（４）を保有していない場合は、（５）または（６）で代替できるものとします。

＋

または

＋
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添付書類⑥「法人概況説明書１ページ目」の写し
見本



添付書類⑦「総勘定元帳」 見本

※この総勘定元帳の見本例は、項目の名称については
一般的なものを例示しており、法人の実態に応じて異なります。
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〒669-4192
丹波市春日町黒井811 （春日庁舎）
丹波市役所 産業経済部 商工振興課 宛て
（丹波市中小企業者物価高騰対策支援金）

必要に応じて、切り取ってご使用ください。宛名ラベル


